
                        

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ４ 日  
総合政策局環境政策課 

 
社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会 

環境部会懇談会を開催します 

～「国土交通省気候変動適応計画」の改正について審議～ 
 

本年６月に成立した気候変動適応法に基づき、政府全体としての気候変動適応計画の策定に

向けた検討が進められていることを受け、10 月 11 日に標記会議を開催し、国土交通省として

平成２７年１１月に策定した「国土交通省気候変動適応計画」の改正について審議を行います。 

 
国土交通省は、国土保全、まちづくり、交通政策、住宅・建築物、気象などの多様な分野を所管

し、安心・安全な国土・地域づくりを担うため、近年における気候変動に伴う影響の拡大を防ぐこ

とを目的とし、国土交通分野における適応策の検討を進め、平成２７年１１月に「国土交通省気候

変動適応計画」を策定しました。 

この度、本年６月に「気候変動適応法」が成立し、同法に基づく「気候変動適応計画」が政府

全体の計画として策定されることとなったため、国土交通省気候変動適応計画についても必要な

改正を行うべく、その内容をご審議いただくため、「社会資本整備審議会環境部会・交通政策審

議会交通体系分科会環境部会懇談会」を開催することとしましたのでお知らせします。 
 

記 

１．日 時：平成３０年１０月１１日（木）１３：３０～１５：００ 

２．場 所：国土交通省（中央合同庁舎第３号館）１１階特別会議室 
     （東京都千代田区霞ヶ関２－１－３） 

３．議 題：国土交通省気候変動適応計画の改正について 
      政府気候変動適応計画の策定について 
      昨今の自然災害を踏まえた対策の検討状況について 
      グリーンスローモビリティについて 

（傍聴について） 

・会議は公開で行います。傍聴をご希望の場合は、１０月９日（火）１７時までに、メール又は
ＦＡＸにより、以下の事項をご登録ください。座席に限りがありますので、あらかじめご承知
おきください。カメラ撮りは会議冒頭のみでお願いします。 

＜登 録 先＞ メール：kankyobukai@mlit.go.jp、ＦＡＸ番号：０３－５２５３－１５５０ 

＜登録事項＞ 傍聴希望者の氏名、所属、電話番号、メールアドレス 
（件名に「環境部会傍聴希望」と記載してください） 

・環境負荷低減の観点から、会場において会議資料は配付しません。会議資料は、１０月１０日
（水）までに下記ページに掲載予定ですので、傍聴に際しては、ノートパソコン・タブレット
等の端末に保存の上、ご持参いただく等、ペーパーレス化へのご協力をよろしくお願いいたし
ます。なお、会場から国土交通省ホームページにアクセスし掲載された資料を閲覧される場合
には、ご自身で通信環境をご用意いただくようお願いします。 

＜資料掲載ページ＞ http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s303_kankyo01.html 

・傍聴に際しては、地球温暖化防止の観点から、可能な範囲で公共交通機関をご利用ください。 

【問い合わせ先】 
国土交通省総合政策局環境政策課 久武（２４－３２１）、高森（２４－３４２） 
ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１（代表）、０３－５２５３－８２６９（直通） 
ＦＡＸ ０３－５２５３－１５５０ 

 


